
 

環境にやさしい農産物認証がスタートしました。 

みどりの戦略課  
(課長) 山口 弘司 (担当)宮坂 悠子  
電 話：0265-79-3170 内線）1551 
Ｅ-mail：midori@town.minowa.lg.jp 
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町独自の基準による環境にやさしい農産物の認証が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

環境にやさしい農業の推進や農業分野のゼロカーボンの取り組みとして、町独自の環境に
やさしい農産物の認証が始まりました。認証した農産物をファームテラスみのわに出荷す
る際に、生産者へ出荷手数料を補助します。 

対象者 

 町内に住所を有する方、または町内に本店のある法人。 

対象農産物   

 町内の農地で栽培していること。 

 化学肥料施肥量が慣行栽培の３割以上低減し、町が定める化学肥料低減の取り組みを 

 いずれか１つ行うこと。 

補助金額 

 認証を受けた農産物へ認証シールを貼り、ファームテラスみのわに出荷した場合、 

 出荷手数料（15%）を補助します。 

補助対象期間 

 令和６年９月２日（月）～令和７年３月 31 日（月） 

＊申請は令和 7 年 2 月 28 日（金）まで 

申請方法 

 詳細は町ＨＰをご覧いただくか、 窓口までお問い合わせください。 
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